
与謝野町総合計画条例 

平成２８年３月１０日 

条例第２号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、与謝野町における総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、本町の総合

計画の策定について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 総合計画 基本構想及び基本計画を総称したものをいう。 

(2) 基本構想 目指すべきまちの将来像及びこれを達成するための施策の大綱を示す 

ものをいう。 

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に 

示すものをいう。 

（位置付け） 

第３条 総合計画は、町の最上位の計画と位置付ける。 

２ 個別の行政分野における計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図

るものとする。 

（総合計画の策定） 

第４条 町長は、総合計画を策定するものとする。 

２ 町長は、総合計画を策定するに当たり、住民の意見を反映させるために必要な措置を講じる

ものとする。 

（審議会） 

第５条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、与謝野町

総合計画審議会条例（平成１８年与謝野町条例第２２３号）に規定する与謝野町総合計画審議

会に諮問しなければならない。 

（議会の議決） 

第６条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

（公表） 

第７条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例の施行の際現に策定されている総合計画については、この条例の規定は適用しない。 



与謝野町総合計画審議会条例 

平成１８年６月２３日 

条例第２２３号 

改正 平成２３年１２月１５日条例第２０号 

改正 令和４年５月１１日条例第１６号 

（設置） 

第１条 与謝野町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める総合計画の策定並

びに推進に関し必要な事項の調査及び審議を行うため、与謝野町総合計画審議会（以下「審議

会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員３０人以内で組織する。 

（委員） 

第３条 委員は、有識者、執行機関である委員会等の委員、公共的団体等の役員及び本町の住民

のうちから町長が委嘱し、又は任命する。 

２ 委員の任期は、３年とする。 

３ 執行機関である委員会等の委員、公共的団体等の役員のうちから委嘱された委員がその職を

失ったときは、委員の職を失う。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、会務を総理し審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

（専門部会） 

第６条 専門の事項を調査審議するため、審議会に専門部会（以下「部会」という。）を置くこと

ができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選出する。 

４ 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。 

５ 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらか

じめ指名する者が、その職務を代理する。 

６ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、前条中「会長」とあるの

は「部会長」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。 

（幹事及び書記） 

第７条 審議会に幹事及び書記若干人を置き、町の職員のうちから町長が任命する。 

２ 幹事は、上司の命を受け、事務の調査、企画及び立案に従事する。 

３ 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年１２月１５日条例第２０号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成２３年８月１日から適用する。 

附 則（令和４年５月１１日条例第１６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


